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令和６年函審第９号 

裁    決 

貨物船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ二等航海士 

    海技免許 五級海技士（航海） 

 受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

                          主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ２を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年１０月２１日１４時１２分半少し過ぎ 

 北海道庶野鼻東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ       漁船Ｂ 



－2－ 

  総 ト ン 数 ４９８トン      ９.７トン  

  全  長 ７５.２３メートル 

  登 録 長             １５.９１メートル    

  機関の 種類 ディーゼル機関    ディーゼル機関  

   出     力 １,３２３キロワット  ５５８キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａの構造及び設備等 

 Ａは、平成２８年２月に進水し、バウスラスターを装備した全通

二層甲板船尾船橋型鋼製貨物船で、船尾部上甲板上に設けた３層の

船橋甲板室の最上層に操舵室、同室前方の上甲板下に貨物倉をそれ

ぞれ配し、操舵室前部中央に舵輪、その左舷側にレーダー２台、前

方にジャイロコンパス及び電子海図システム、右舷側に機関及びバ

ウスラスター各遠隔操縦装置、後方に海図台をそれぞれ備え、船首

端から６１メートル後方、右舷舷側から５メートル左方の船橋上方

にＧＰＳアンテナが設置されていた。 

 操縦性能は、船体部海上試運転成績表によれば、船首喫水   

１.１７８メートル船尾喫水３.５２７メートルにおける左及び右各

旋回試験では、機関回転数毎分２９０、速力１３.１６０ノットな

いし１５.１６１ノットの状態から舵角３５度をとったとき、最大

旋回直径が、それぞれ２８６メートル及び２７９メートルで、９０

度回頭に要する時間がそれぞれ４７秒であり、前後進試験では、同

状態から全速力後進を発令したとき、船体が停止するまでの所要時

間及び最短停止距離が、２分４２秒及び６８３メートルであった。 

(2) Ｂの構造及び設備等 

 Ｂは、平成１８年１１月に進水し、たら固定式刺し網漁業に従事

するＦＲＰ製漁船で、船体中央部に操舵室を配し、同室前面に窓枠
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によって４分割された旋回窓を装備する窓ガラス、前部中央やや右

舷寄りに舵輪、その左舷側に自動操舵装置、ＧＰＳプロッター２台、

機関回転計及び機関遠隔操縦装置、前方にＧＰＳコンパス、右舷側

にレーダー２台、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機、後方に操縦席

をそれぞれ備えていた。 

(3) 本件発生に至る経緯 

Ａは、船長ａ１及びａ２受審人ほか３人が乗り組み、空倉のまま、

船首２.３メートル船尾３.７メートルの喫水をもって、令和５年 

１０月２１日０８時００分北海道釧路港を発し、北海道苫小牧港に

向かった。 

ａ１船長は、発航するにあたり、船橋当直を単独の４時間交替３

直制とし、００時から０４時及び１２時から１６時までをａ２受審

人、０４時から０８時及び１６時から２０時までを一等航海士、 

０８時から１２時及び２０時から２４時までを自身に割り振り、離

岸操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、１１時２０分頃北海道

十勝港北東方沖合で、昇橋したａ２受審人に船橋当直を引き継ぎ、

降橋して自室で休息した。 

ａ２受審人は、コースアップ表示の３海里レンジで前方が５海里

まで映るオフセンター設定としたレーダー及び電子海図システムを

それぞれ作動させ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、１３時 

４５分半少し過ぎ庶野港外東防波堤南灯台（以下「庶野灯台」とい

う。）から０６９.５度（真方位、以下同じ。）８.７１海里の地点

で、針路を引き継いだままの襟裳岬南方沖合に向く２１３度に定め

て自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて１２.６ノットの速力

（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

ａ２受審人は、１４時００分僅か過ぎ庶野灯台から０８７度   
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６.４１海里の地点で、左舷船首方約３海里のところに、Ｂのレー

ダー映像を初めて探知するとともに目視で確かめ、同船が庶野鼻東

方沖合に向けて西行する漁船であると判断し、１４時０９分半少し

過ぎ庶野灯台から１０４度５.４７海里の地点に達したとき、Ｂが

左舷船首４５度１,２８０メートルのところとなり、その後同船が

前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況であっ

たが、左舷方から接近するＢがいずれ自船の進路を避けるものと思

い、方位変化を確かめるなど、同船に対する動静監視を十分に行わ

なかったので、この状況に気付かず、襟裳岬周辺の水深を確認する

ことを思い立ち、海図台に移動した。 

こうして、ａ２受審人は、Ｂに対して警告信号を行わず、同船が

間近に接近しても、衝突を避けるための協力動作をとることもなく

続航中、１４時１２分半僅か前舵輪に戻ったものの、Ｂが接近する

状況に気付かないまま、１４時１２分半少し過ぎ庶野灯台から１１

０度５.３０海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、

その左舷中央部にＢの船首部が後方から７７度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで、風力１の東南東風が吹き、潮候は上げ潮の

中央期にあたり、視界は良好であった。 

ａ１船長は、自室で休憩していたところ、衝撃を感じて直ちに昇

橋し、衝突した事実を知って事後の措置に当たった。 

 また、Ｂは、ｂ受審人ほか３人が乗り組み、操業の目的で、船首

０.６メートル船尾１.４メートルの喫水をもって、同日００時００

分北海道庶野漁港を発し、庶野鼻東方沖合１７海里の漁場に向かっ

た。 

 ところで、ｂ受審人の行うたら固定式刺し網漁業は、休漁である

日曜日及び荒天を除き、月曜日から土曜日までの間、００時００分
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頃庶野漁港を発し、０１時３０分頃前示漁場に至って操業を始め、 

１２時３０分頃まで操業を続けて帰途に就き、１４時００分ないし

１５時００分入航して水揚げ、漁網の手直し及び次回の操業に伴う

諸準備を済ませた後、帰宅して休息することを繰り返すものであっ

た。 

 そして、ｂ受審人は、１０月１６日から２０日まで５日間連続し

て出漁し、２０日は１６時ないし１７時に帰宅して就寝したものの、

十分に疲れがとれず、発航時、連日の操業による疲労が蓄積した状

態であった。 

ｂ受審人は、２１日０１時３０分庶野鼻東方沖合の漁場に至って

操業を始め、１２時５５分まで操業を続けて帰途に就き、いずれも

コースアップ表示で６海里ないし０.５海里レンジ設定としたレー

ダー２台及びＧＰＳプロッターをそれぞれ作動させ、乗組員３人を

操舵室後方の居住区で休息させ、自らは疲労が蓄積した状態のまま、

操縦席に腰掛けた姿勢で単独の操船に当たり、１３時４０分少し過

ぎ庶野灯台から１１０度１０.７２海里の地点で、針路を庶野漁港

に向く２９０度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分    

１,１００にかけ、１０.０ノットの速力で進行した。 

１４時０７分半少し過ぎｂ受審人は、庶野灯台から１１０度  

６.１３海里の地点に達したとき、操業を終えた安堵感から気が緩

んで眠気を催したが、これまで航行中に居眠りをしたことがなかっ

たので、まさか居眠りに陥ることはないものと思い、眠気を払拭す

るために操縦席から立ち上がって体を動かすなど、居眠り運航の防

止措置を十分にとらなかった。 

こうして、ｂ受審人は、同じ姿勢を続けるうちに、いつしか居眠

りに陥り、１４時０９分半少し過ぎ庶野灯台から１１０度５.８０
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海里の地点で、Ａが右舷船首５８度１,２８０メートルのところと

なり、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で

接近する状況であったものの、Ａの進路を避けずに続航し、Ｂは、

原針路及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、左舷中央部外板に塗膜剥離を伴う擦過傷等を、

Ｂは、船首部外板及び球状船首に凹損を伴う擦過傷等をそれぞれ生

じたが、後にいずれも修理された。 

 

 （航法の適用） 

本件は、庶野鼻東方沖合において、南下中のＡと西行中のＢとが衝突

したもので、衝突地点付近は特別法である海上交通安全法及び港則法の

適用海域でないことから、一般法である海上衝突予防法が適用される。 

 事実の経過に示したとおり、両船は、ともに航行中の動力船に該当し、

互いに視野の内にあり、ＡからはＢを左舷前方に、ＢからはＡを右舷前

方にそれぞれ見て、互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近

し、Ｂが避航義務を、Ａが針路及び速力の保持、警告信号の実施並びに

衝突を避けるための協力動作履行の各義務を果たすのに十分な時間的、

距離的余裕があったものと認められることから、本件は、海上衝突予防

法第１５条の横切り船の航法によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、庶野鼻東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝

突のおそれがある態勢で接近した際、西行するＢが、居眠り運航の防止

措置が不十分で、前路を左方に横切るＡの進路を避けなかったことによ

って発生したが、Ａが、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を

避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 
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 ｂ受審人は、庶野鼻東方沖合において、疲労が蓄積した状態のまま、

操縦席に腰掛けた姿勢で単独の操船に当たり、庶野漁港に向けて自動操

舵により西行中、操業を終えた安堵感から気が緩んで眠気を催した場合、

居眠りに陥ることのないよう、眠気を払拭するために操縦席から立ち上

がって体を動かすなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義

務があった。しかるに、同人は、これまで航行中に居眠りをしたことが

なかったので、まさか居眠りに陥ることはないものと思い、居眠り運航

の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、同じ姿勢で操船

を続けて居眠りに陥り、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で

接近するＡに気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝

突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ２受審人は、庶野鼻東方沖合において、苫小牧港に向けて南下中、

左舷船首方にＢを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、

方位変化を確かめるなど、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意

義務があった。しかるに、同人は、左舷方から接近するＢがいずれ自船

の進路を避けるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかっ

た職務上の過失により、Ｂが前路を右方に横切り衝突のおそれがある態

勢で接近する状況に気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための

協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船に

それぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

よって主文のとおり裁決する。 
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 令和６年１１月２６日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  菅  生  貴  繁  

 


